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１ 平成24年 烏山庁舎及び南那須庁舎耐震診断結果 

 

 〔Is値（構造耐震指標）による耐震性の判定〕 

Is値の分類 判定 

0.3未満 倒壊し又は崩壊する危険性が高い 

0.3以上0.6未満 倒壊し又は崩壊する危険性がある 

0.6以上 倒壊し又は崩壊する危険性が低い 

 

 〔耐震診断結果〕 

【烏山庁舎】 １階 ２階 塔屋（３階） 

Ｘ方向（桁行） 0.34 0.60 0.98 

Ｙ方向（梁間） 0.72 0.70 3.64 

 

【南那須庁舎】 １階 ２階 ３階 

Ｘ方向（桁行） 0.21 0.19 0.35 

Ｙ方向（梁間） 0.76 0.37 0.58 

 

◇ 烏山庁舎：１階部分で0.34 

◇ 南那須庁舎：全ての階で0.6を下回り、１階・２階で0.3を下回る 

   ⇒ 両庁舎とも、震度６を超える大地震が起こった場合、倒壊又は崩落する危険 

    性が高い 

   ⇒ 建て替え等の抜本的な対策が望ましいと判定 
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２ 全国の災害対策本部設置庁舎の耐震化の状況 

 

 市町村における災害対策本部設置庁舎の耐震率（耐震性が確保されている（S56年現行

耐震基準を満たす）割合）は、令和４年10月１日現在でおよそ９割（89.7％）に達する

一方、残りの１割の市町村は財政事情などから耐震化されずにいる。 

※ 県内では、足利市、矢板市、那須烏山市、塩谷町（令和５年新庁舎完成）が該当 

 

 消防庁では、防災拠点となる公共施設等の耐震化を図ることを求めており、特に災害

対策本部が置かれる庁舎については、災害時の業務継続性確保の観点から速やかに取り

組むこととしている。 

 

防災基本計画（令和５年５月 中央防災会議）（抄） 

第３編第１章第２節 ３地震に強いまちづくり (2) 建築物の安全化 

○国及び地方公共団体は、特に、災害時の拠点となる庁舎、指定避難所等について、

非構造部材を含む耐震対策等により、発災時に必要と考えられる高い安全性を確保

するよう努めるものとする。 
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３ 県内他市町の庁舎の耐震化（新庁舎整備）の状況 

令和６年７月１日現在 

自治体名 合 併 耐震化の状況 

宇都宮市 H19.3 編入 現庁舎(S59)使用・耐震性あり 

足利市 － 現庁舎(S49)使用・耐震不足→新庁舎建設予定(基本構想策定中) 

栃木市 H26.4 編入 商業施設跡を改修し移転(H26)により対応済 

佐野市 H17.2 新設 新庁舎建設(H27完成)により対応済 

鹿沼市 H18.1 編入 新庁舎建設(R5完成)により対応済 

日光市 H18.3 新設 新庁舎建設(H30完成)により対応済 

小山市 － 新庁舎建設(R3完成)により対応済 

真岡市 H21.3 編入 新庁舎建設(R2完成)により対応済 

大田原市 H17.10 編入 新庁舎建設(R1完成)により対応済 

矢板市 － 現庁舎(S37)使用・耐震不足→新庁舎建設予定(基本構想策定中) 

那須塩原市 H17.1 新設 現庁舎(S58)使用・耐震性あるが新庁舎建設予定(実施設計策定中) 

さくら市 H17.3 新設 現庁舎(S44)使用・耐震補強(H21)により対応済 

那須烏山市 H17.10 新設 現庁舎(S36)使用・耐震不足→新庁舎建設予定(基本構想策定中) 

下野市 H18.1 新設 新庁舎建設(H28完成)により対応済 

上三川町 － 現庁舎(S55)使用・耐震補強(H29)により対応済 

益子町 － 現庁舎(S52)使用・耐震補強(R1)により対応済 

茂木町 － 現庁舎(S45)使用・耐震補強(R2)により対応済 

市貝町 － 現庁舎(H9)使用・耐震性あり 

芳賀町 － 現庁舎(S61)使用・耐震性あり 

壬生町 － 新庁舎建設(R4完成)により対応済 

野木町 － 現庁舎(S48)使用・耐震補強(H25)により対応済 

塩谷町 － 新庁舎建設(R5完成)により対応済 

高根沢町 － 
現庁舎(S38)使用・耐震補強(H19)により対応済だが新庁舎建設予

定(基本設計策定中) 

那須町 － 現庁舎(S59)使用・耐震性あり 

那珂川町 H17.10 新設 新庁舎建設(H29完成)により対応済 
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４ 災害対策本部が設置される庁舎における非常用電源の設置状況 

令和６年７月１日現在  

自治体名 設置の有無 使用可能時間 

宇都宮市 ○ 72時間以上１週間未満 

足利市 ○ 24時間未満 

栃木市 ○ 24時間未満 

佐野市 ○ 72時間以上１週間未満 

鹿沼市 ○ 72時間以上１週間未満 

日光市 ○ 72時間以上１週間未満 

小山市 ○ 72時間以上１週間未満 

真岡市 ○ 72時間以上１週間未満 

大田原市 ○ 72時間以上１週間未満 

矢板市 ○ 24時間未満 

那須塩原市 ○ 24時間未満 

さくら市 ○ 48時間以上72時間未満 

那須烏山市 ×  

下野市 ○ 72時間以上１週間未満 

上三川町 ○ 24時間未満 

益子町 ○ 72時間以上１週間未満 

茂木町 ○ 24時間以上48時間未満 

市貝町 ○ 24時間以上48時間未満 

芳賀町 ○ 48時間以上72時間未満 

壬生町 ○ 24時間以上48時間未満 

野木町 ○ 24時間以上48時間未満 

塩谷町 ○ 72時間以上１週間未満 

高根沢町 ○ 72時間以上１週間未満 

那須町 ○ 24時間未満 

那珂川町 ○ 48時間以上72時間未満 
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５ 地震以外の災害リスク 

 近年の自治体庁舎の浸水被害 

 【茨城県常総市庁舎の事例】 

  ◇ 平成27年９月の豪雨により鬼怒川の堤防が決壊 

    ⇒ 本庁舎１階の執務室・電源設備が浸水 

    ⇒ 全電源が途絶え、災害対策本部ごと孤立 

    ⇒ 庁舎内にいた避難住民、市職員、自衛隊員などが孤立 

 

 【茨城県日立市庁舎の事例】 

  ◇ 令和５年９月の台風により庁舎の近くの小河川が氾濫 

    ⇒ 地下の電源設備が浸水 

    ⇒ 全電源が途絶え、災害対策本部は近くの市消防本部に移転 

    ⇒ 電話の不通、市民窓口での証明書の発行の停止など大きな影響 

 

◇ 常総市・日立市いずれもハザードマップ内に庁舎が立地 

  ⇒ ここまでの大きな被害は「想定外」 

◇ 「想定外」の大きな災害が起こるということを教訓に、震災のみならず、洪水 

  ・土砂災害等の際にも防災拠点機能を確実に維持できるよう、最大限配慮する

必要あり。 
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６ 一般会計における基金の現在高 

令和６年３月31日現在  

基 金 名 金 額（単位：千円） 

財政調整基金 2,889,094 

減債基金 155,563 

市有施設整備基金 2,2241,407 

土地開発基金 200,224 

 うち現金 138,653 

 うち土地 61,571 

ふるさと応援基金 14,019 

庁舎整備基金 2,182,540 

地域振興基金 1,740,000 

まち・ひと・しごと創生推進基金 602 

収入印紙等購買基金・現金 940 

収入印紙等購買基金・印紙 1,060 

地域福祉基金 252,931 

森林環境整備促進基金 35,398 

富士見台工業団地整備管理基金 34,807 

奨学基金 401,501 

学校施設整備基金 167,410 

図書館振興基金 3,369 

合 計 10,320,865 
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７ 栃木県内合併市町の庁舎方式の状況 

市町名 
合併 
方式 

合併関係 
市町村 

合併の期日 現在の庁舎方式 

１ 那須塩原市 新設 
黒磯市 
西那須野町 
塩原町 

H17.1.1 本庁方式 － 支所 ２－ 出張所 １ 

２ 佐野市 新設 
佐野市 
田沼町 
葛生町 

H17.2.28 
本庁方式 － 支所 ６ 
※H27新庁舎整備 

３ さくら市 新設 
氏家町 
喜連川町 

H17.3.28 本庁方式 － 支所 １ 

４ 大田原市 編入 
大田原市 
湯津上村 
黒羽町 

H17.10.1 
本庁方式 － 支所 ２－ 出張所 ２ 
※H31新庁舎整備 

５ 那須烏山市 新設 
南那須町 
烏山町 

H17.10.1 分庁方式（出張所機能を含む。） 

６ 那珂川町 新設 
馬頭町 
小川町 

H17.10.1 
本庁方式 － 出張所 １ 
※H29新庁舎整備 

７ 鹿沼市 編入 
鹿沼市 
粟野町 

H18.1.1 
本庁方式 － 出張所 14 
※R5新庁舎整備 

８ 下野市 新設 
南河内町 
石橋町 
国分寺町 

H18.1.10 
本庁方式 
※H27新庁舎整備 

９ 日光市 新設 

日光市 
今市市 
足尾町 
栗山村 
藤原町 

H18.3.20 
本庁方式 － 支所 11－ 出張所 ３ 
※H31新庁舎整備 

1
0 

宇都宮市 編入 
宇都宮市 
上河内町 
河内町 

H19.3.31 本庁方式 － 支所 12－ 出張所４ 

1
1 

真岡市 編入 
真岡市 
二宮町 

H21.3.23 
本庁方式 － 支所 １ 
※R2新庁舎整備 

1
2 

栃木市 
新設 
編入 

栃木市（新 
大平町 
藤岡町 
都賀町 
西方町（編 
岩舟町（編 

H22.3.29 
 
 
 
H23.10.1 
H26.4.5 

本庁方式 － 支所 ７－ 出張所 ５ 
※H26新庁舎整備（福田屋栃木店を
改修） 

 支 所 ：長の権限に属する事務の全般にわたって地域的に分掌させるため設ける総

合的な出先機関をいう。 

 出張所 ：市役所まで出向かなくてすむ程度の簡単な事務を処理するための、いわゆ

る市役所の窓口の延長という取扱いのものをいう。 
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８ 本庁舎以外の場所に教育委員会がある市町 

令和６年７月１日現在 

市町 本庁舎 教育委員会の配置場所 

１ 鹿沼市 鹿沼市役所 

（鹿沼市今宮町1688-1） 

鹿沼市民情報センター 

（鹿沼市文化橋町1982-18） 

※H31.4から教育委員会事務局の集約

のため移転。 

※元々、生涯学習課等が市民情報セン

ターに配置されていた。 

※R5.5に新庁舎が開庁されたが、教育

委員会事務局は新庁舎に配置され

ず市民情報センターに配置された

ままとなっている。 

※本庁舎からの直線距離：648ｍ 

２ 矢板市 矢板市役所 

（矢板市本町5-4） 

矢板市生涯学習館 

（矢板市矢板106-2） 

※本庁舎からの直線距離：223ｍ 

３ 那須塩原市 那須塩原市役所 

（那須塩原市共墾社108-2） 

西那須野庁舎 

（那須塩原市あたご町2-3） 

※H17.1.1の合併時は本庁舎にあった

が、H18.4の機構改革により西那須

野庁舎に移転。 

※本庁舎からの直線距離：10.42ｋｍ 

４ さくら市 さくら市役所 

（さくら市氏家2771） 

喜連川庁舎 

（さくら市喜連川4420-1） 

※合併時より喜連川庁舎に配置。 

※本庁舎からの直線距離：6.40ｋｍ 

５ 那須烏山市 那須烏山市役所烏山庁舎 

（那須烏山市中央1-1-1） 

那須烏山市役所南那須庁舎 

（那須烏山市大金240） 

※合併時より南那須庁舎に配置。 

※本庁舎からの直線距離：5.14ｋｍ 

６ 茂木町 茂木町役場 

（茂木町茂木155） 

茂木町民センター 

（茂木町茂木151） 

※本庁舎からの直線距離：155ｍ 

７ 高根沢町 高根沢町役場 

（高根沢町石末2053） 

高根沢町農村環境改善センター 

（高根沢町石末1825） 

※組織改編や人員増加に伴い移転。 

※本庁舎からの直線距離：1.54ｋｍ 
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９ 県内市町の水道事業事務所の場所（本庁舎内：８市町、単独庁舎・別庁舎：17市町） 

令和６年７月１日 現在 

市町 本庁舎 水道事業事務所の場所 ※本庁舎からの距離 

１ 宇都宮市 宇都宮市役所 
（宇都宮市旭1-1-5） 

宇都宮市上下水道局 
（宇都宮市河原町1-41）※523ｍ 

２ 足利市 足利市役所 
（足利本城3-2145） 

栃木県足利庁舎内 
（足利市伊勢町4-19）※1.70ｋｍ 

３ 栃木市 栃木市役所 
（栃木市万町9-25） 

栃木市水道庁舎 
（栃木市薗部町3-13-24）※1.83ｋｍ 

４ 佐野市 佐野市役所 
（佐野市高砂町1） 

佐野市上下水道局 
（佐野市大橋町1165）※976ｍ 

５ 鹿沼市 鹿沼市役所 
（鹿沼市今宮町1688-1） 

鹿沼市水道庁舎 
（鹿沼市千手町2599）※932ｍ 

６ 日光市 日光市役所 
（日光市今市本町1） 

日光市水道庁舎 
（日光市瀬尾1640-34）※3.69ｋｍ 

７ 小山市 小山市役所 
（小山中央町1-1-1） 

小山市役所内 
※新庁舎整備に伴い旧水道庁舎から移転 

８ 真岡市 真岡市役所 
（真岡市荒町5191） 

真岡市役所内 
※新庁舎整備に伴い旧水道庁舎から移転 

９ 大田原市 大田原市役所 
（大田原本町1-4-1） 

大田原市役所内 
※新庁舎整備に伴い旧所在地から移転 

10 矢板市 矢板市役所 
（矢板市本町5-4） 

矢板市上下水道事務所 
（矢板市本町4-39）※70ｍ 

11 那須塩原市 那須塩原市役所 
（那須塩原市共墾社108-2） 

西那須野庁舎内 
（那須塩原市あたご町2-3）※10.42ｋｍ 

12 さくら市 さくら市役所 
（さくら市氏家2771） 

さくら市上下水道事務所（卯の里庁舎内） 
（さくら市氏家2190-7）※916ｍ 

13 那須烏山市 那須烏山市役所烏山庁舎 
（那須烏山市中央1-1-1） 

那須烏山市水道庁舎 
（那須烏山市城東18-3）※821ｍ 

14 下野市 下野市役所 
（下野市笹原26） 

下野市役所内 
※新庁舎整備に伴い旧水道庁舎から移転 

15 上三川町 上三川町役場 
（上三川しらさぎ1-1） 

上三川町役場内 

16 益子町 益子町役場 
（益子町益子2030） 

芳賀中部上水道企業団 
（芳賀町祖母井1703）※7.93ｋｍ 

17 茂木町 茂木町役場 
（茂木町茂木155） 

茂木町水道庁舎 
（茂木町茂木155）※同一敷地内 

18 市貝町 市貝町役場 
（市貝町市塙1280） 

芳賀中部上水道企業団 
（芳賀町祖母井1703）※2.59ｋｍ 

19 芳賀町 芳賀町役場 
（芳賀町祖母井1020） 

芳賀中部上水道企業団 
（芳賀町祖母井1703）※1.91ｋｍ 

20 壬生町 壬生町役場 
（壬生町壬生甲3841-1） 

壬生町役場内 
※旧役場庁舎のときも同所内にあった。 

21 野木町 野木町役場 
（野木町丸林571） 

野木町役場内 

22 塩谷町 塩谷町役場 
（塩谷町玉生395） 

塩谷町役場内 

23 高根沢町 高根沢町役場 
（高根沢町石末2053） 

高根沢町上下水道事務所 
（高根沢町宝石台1-7-1）※1.13ｋｍ 

24 那須町 那須町役場 
（那須町寺子丙3-13） 

那須町上下水道課 
（那須町寺子乙3967-184）※510ｍ 

25 那珂川町 那珂川町役場 
（那珂川町馬頭555） 

那珂川町上下水道庁舎 
（那珂川町久那瀬983-3）※2.06ｋｍ 

背景が薄ピンク

色は新庁舎整備

を行った市町 

背景が薄水色は

本庁舎内に配置

している市町 
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10 令和５年４月１日現在職員数（想定のベースとする職員数） 

 

区 分 特別職 
一般職 

計 
正職員 

会計年度 

任用職員 

烏山庁舎配置職員 2人 94人 14人 110人 

南那須庁舎配置職員 1人 66人 18人 85人 

保健福祉センター配置職員  40人 9人 49人 

水道庁舎配置職員  9人 2人 11人 

県等派遣職員  3人  3人 

他出先機関配置職員 
( 診療所・保育園・幼稚園・学校・公民館 ) 

 37人 63人 100人 

合計（R5.4.1現在 職員数） 3人 249人 106人 358人 

定員管理計画の目標値との差  6人  6人 

想定のベースとする職員数 3人 255人 106人 364人 

※定員管理計画の目標値361人に対し、R5.4.1現在の職員数は355人（正職員249人＋

会計年度任用職員106人）であり、目標値との間に６人の差が生じていることか

ら、当該６人を加算して想定する。 

※県等派遣職員には広域行政事務組合への派遣職員及び県との交流職員は含まない。 

※会計年度任用職員には産休、育休等に伴う代替職員は含まない。 
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11 県内市町の議員定数（人口順） 

 

市町 人口(R4.10.1現在) 議員数(R4.12.31現在) 

宇都宮市 517,604人 45人 

小山市 167,538人 30人 

栃木市 155,970人 28人 

足利市 142,908人 24人 

那須塩原市 116,970人 26人 

佐野市 115,390人 24人 

鹿沼市 94,743人 24人 

真岡市 79,461人 21人 

日光市 77,932人 24人 

大田原市 69,659人 21人 

下野市 60,155人 18人 

さくら市 44,007人 18人 

壬生町 38,601人 16人 

上三川町 30,957人 14人 

矢板市 31,035人 16人 

高根沢町 29,150人 13人 

野木町 25,163人 14人 

那須烏山市 24,728人 16人 

那須町 24,385人 13人 

益子町 21,925人 16人 

芳賀町 15,564人 14人 

那珂川町 14,972人 13人 

茂木町 12,025人 14人 

市貝町 11,454人 12人 

塩谷町 10,365人 12人 

  



13 

12 総務省「地方債事業費算定基準」に基づく新庁舎の床面積算出 

 

区分 基準 
算出面積 

㎡ 

① 事務室 

内訳 
職員数 

(人) 

換算率 

※ 

換算職員数 

/対象面積 
算定基準 

特別職 2  12.00  24.00  

4.5㎡/人 

108.00  

参事課長 12  2.50  30.00  135.00  

主幹 16  2.50  40.00  180.00  

課長補佐 

副主幹 
23  1.80  41.40  186.30  

係長 22  1.80  39.60  178.20  

一般職員 96  1.00  96.00  432.00  

会計年度 

任用職員 
31  1.00  31.00  139.50  

計 202    302.00    1,359.00  

② 倉庫 事務室面積の 13％ 1,359.00  13％ 176.67  

③ 会議室等※ 職員数×7㎡ 202  7.0㎡/人 1,414.00  

④ 玄関等※ ①～③の各室面積合計の 40％ 2,949.67  40％ 1,179.87  

⑤ 議事堂※ 議員定数×35㎡ 16  35.0㎡/人 560.00  

合計（①～⑤の計） 4,689.54  

※人口５万人未満の市町村の率を採用 

※会議室等 → 会議室、便所、洗面所その他の諸室 

※玄関等 → 玄関、広場、廊下、階段その他の通行部分 

※議事堂 → 議場、委員会室及び議員控室 
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13 国土交通省「新営一般庁舎面積算定基準」に基づく新庁舎の床面積算出 

区分 基準 
算出面積 

㎡ 

① 執務面積 

  (事務室) 

内訳 職員数 
換算率 

※ 

換算職員数 

対象面積 
算定基準 

特別職 2  18.00  36.00  

3.3㎡/人 

118.80  

参事課長 12  5.00  60.00  198.00  

主幹 16  5.00  80.00  264.00  

課長補佐・副主幹 23  2.50  57.50  189.75  

係長 22  1.80  39.60  130.68  

一般職員 96  1.00  96.00  316.80  

会計年度任用職員 31  1.00  31.00  102.30  

計 202    400.10    1,320.33  

補正（執務面積の110％） 1,320.33  110％ 1,452.36  

② 附属面積 

会議室 
(40㎡/職員100人)＋10人増す毎に4㎡ 202    80.00  

補正（会議室面積の110％） 80.00  110％ 88.00  

電話交換室 換算職員160人～240人は36㎡ 202    36.00  

倉庫 補正前事務室面積の13％ 1,320.33  13％ 171.64  

宿直室 1人まで10㎡＋1人増す毎に3.3㎡ 2    13.30  

庁務員室 1人まで10㎡＋1人増す毎に1.65㎡ 2    11.65  

湯沸室 6.5㎡×必要個所数 3  6.5㎡ 19.50  

受付 1.65㎡×(人数×1/3)又は最小6.5㎡ 67  1.65㎡ 111.10  

便所・洗面所 職員数150人以上＝職員数×0.32 202  0.32㎡ 64.64  

医務室 職員数200人～250人＝65㎡ 202    65.00  

売店 職員数150人以上＝職員数×0.085 202  0.085㎡ 17.17  

食堂 職員数200人～250人＝97㎡ 202    97.00  

合計 695.00  

③ 設備関係 

  面積 

機械室 ①と②の面積が2,000㎡～3,000㎡＝436㎡ 2,147.37    436.00  

電気室 ①と②の面積が2,000㎡～3,000㎡＝78㎡ 2,147.37    78.00  

合計 514.00  

④ その他 

業務支援機能 印刷室、入札室、相談室     150.00  

福利厚生機能 更衣室、休憩室等     100.00  

合計 250.00  

⑤ 議事堂※ 議員定数×35㎡ 16  35.0㎡/人 560.00  

⑥ 玄関等※ （①～⑤（補正前）の面積）×35％ 3,331.33  35％ 1,165.97  

合計（①～⑤の計） 4,637.33  

※地方大官庁(局)地方ブロック単位の率を採用 

※議事堂 → 議場、委員会室及び議員控室 

※玄関等 → 玄関、広場、廊下、階段その他の通行部分 
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14 県内他市町庁舎における付加機能加算事例 

※基本構想(計画)時点 

自治体名 延床面積 
うち付加機能 

加算面積 
付加機能の主な内容 

小山市 22,000 ㎡ 2,000 ㎡ 
保健・福祉センター（各種健診等）、市

民交流スペース 

佐野市 17,000 ㎡ 1,000 ㎡ 防災拠点機能、市民利用機能 

真岡市 13,000 ㎡ 2,000 ㎡ 防災拠点機能、市民利用機能 

鹿沼市 12,000 ㎡ 1,550 ㎡ 防災拠点機能、市民利用機能 

日光市 11,500 ㎡ 2,300 ㎡ 
市民交流スペース、情報公開スペー

ス、防災関係スペース 

※佐野市役所 

  

※真岡市役所 

  

 

多様なニーズに対応可能な市民活動スペース 

休日も利用可能な市民ロビー 
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15 県内他市町の庁舎整備状況との比較 

 

 

人口と庁舎規模の関係 

 

職員数と庁舎規模の関係 

項目＼市町 佐野市 小山市 真岡市 下野市 大田原市 日光市

庁舎延床面積（㎡） 20,435 19,892 13,770 10,791 10,605 10,527

人口（人） 115,390 167,538 79,461 60,155 69,659 77,932

本庁舎職員数（人） 664 1,017 525 473 540 481

人口千人あたり面積（㎡） 177.1 118.7 173.3 179.4 152.2 135.1

職員１人あたり面積（㎡） 30.8 19.6 26.2 22.8 19.6 21.9

庁舎延床面積（㎡） 10,505 7,561 4,259 4,195 5,700

人口（人） 94,743 38,601 14,972 10,365 24,728

本庁舎職員数（人） 600 246 170 140 202

人口千人あたり面積（㎡） 110.9 195.9 284.5 404.7 230.5

職員１人あたり面積（㎡） 17.5 30.7 25.1 30.0 28.2

人口千人あたり面積（平均） 193.2

職員１人あたり面積（平均） 24.4

項目＼市町 鹿沼市 壬生町 那珂川町 塩谷町 那須烏山市

佐野市 小山市

真岡市

下野市

大田原市

日光市

鹿沼市壬生町

那珂川町塩谷町

那須烏山市
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庁舎延床面積  完成時点（塩谷町は設計時点、那須烏山市は構想時点） 

人    口  令和４年10月１日現在 

本庁舎職員数  令和５年４月１日現在 
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16 来庁者用及び障がい者用の必要駐車台数算出 

 

諸条件 

那須烏山市の人口 24,274人（令和５年７月１日現在） 

来庁者割合 窓口   人口の0.9％ 

      窓口以外 人口の0.6％ 

「市・区・町役場の窓口事務施設

の調査」（関辰夫 著）による割合

を採用 

車での来庁割合     90％と想定 

集中率         30％ 
「最大滞留量の近似的計算方法

（著 岡田光正）」よる割合を採用 

窓口部門の平均滞留時間 30分と想定 

窓口部門以外の平均滞留時間 60分と想定 

算 出 

１日当たりの来庁台数＝那須烏山市の人口×来庁者割合×車での来庁割合 

 窓口部門   ＝ 24,274人 × 0.9％ × 90％ ≒ 197台 

 窓口部門以外 ＝ 24,274人 × 0.6％ × 90％ ≒ 131台 

必要駐車台数(最大滞留量)＝１日当たりの来庁台数×集中率×平均滞留時間 

 窓口部門   ＝ 197台 × 30％ × 0.5時間  ≒  29台 

 窓口部門以外 ＝ 131台 × 30％ × 1.0時間  ≒  39台 

                         合計 69台 

障がい者用駐車場 

※バリアフリー法施行令(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令)第17条の規定に基づき、官公庁等公共施設の駐車場に

は、車椅子使用者用駐車施設を１以上設ける必要があり、具体的には、

駐車場の規模が200台以下の場合は当該駐車台数に1/50を乗じて得た

数以上を設けることとされている。 

 必要駐車台数 ＝ 69台 × 1/50 ＝ 1.38台以上 ＝ ２台 

対象 台数 普通乗用車換算台数 

来庁者用  69台 69台 

障がい者用 ２台 ３台 
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17 県内市町における職員駐車場の状況 

 半数以上の市町が敷地外又は敷地内外に設けている状況にあり、敷地内のみに設け

ている市町は少ない。 

  敷地外に設けている市町  ：12市町 

  敷地内外に設けている市町 ：４市町 

  敷地内のみに設けている市町：８市町 

令和５年８月１日現在 

 宇都宮 足利 栃木 佐野 鹿沼 日光 小山 真岡 

敷地内 － － － － － － － － 

敷地外 242台 300台  47台 209台 364台 489台  60台 800台 

個人で確保し

ている職員数 
約1086人 約388人 約626人 約211人 人数不明 － 約380人 － 

 大田原 矢板 那須塩原 さくら 下野 上三川 益子 茂木 

敷地内 － 154台 269台 － 160台 217台 135台  86台 

敷地外 430台 － 203台 173台 － － －  60台 

個人で確保し

ている職員数 
約40人 － － － 約290人 － － － 

 市貝 芳賀 壬生 野木 塩谷 高根沢 那須 那珂川 

敷地内 100台 316台 － 128台  82台 － 152台   3台 

敷地外 － － 257台 －  35台  91台 － 160台 

個人で確保し

ている職員数 
－ － － － － － － － 

 



19 

18 １次評価結果 

➊ 烏山庁舎 

面  積 約5,300㎡（市有地） 

用途地域 第一種住居地域（建ぺい率：60％・容積率：200％） 

敷地条件 ①敷地面積 【敷地面積×：約5,300㎡＜6,490㎡＜7,535㎡】 

→敷地面積が不足している 
× 

②建築基準法

による土地

利用等の制

限 

【建ぺい率の制限：約5,300㎡×60％＝約3,180㎡】 

 →建築面積○：1,900㎡＜2,850㎡＜約3,180㎡ 

→想定建築面積を充足している 

【容積率の制限：約5,300㎡×200％＝約10,600㎡】 

 →延床面積○：5,700㎡＜約10,600㎡ 

→必要延床面積を充足している 

【用途地域による建物制限：第一種住居地域】 

→建物用途×：事務所用途 

→「事務所用途の場合、延床面積3,000㎡以下」

の制限があるため、必要延床面積を確保できな

い 

× 

防災拠点としての安全性 敷地内に災害ハザードエリア（土砂災害・洪水）

に指定されているエリアはない 
○ 

 

１次評価結果 

敷地条件（敷地面積）     ：× 

    （法令等による制限） ：× 

防災拠点としての安全性    ：○ 

  参考） 

庁舎階数 必要延床面積 想定建築面積 必要敷地面積 

２階建ての場合 
5,700㎡ 

2,850㎡ 7,535㎡ 

３階建ての場合 1,900㎡ 6,490㎡ 
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➋ 烏山図書館周辺 

面  積 約8,200㎡（市有地＋民有地） 

用途地域 第一種中高層住居専用地域（建ぺい率：60％・容積率：200％） 

敷地条件 ①敷地面積 【敷地面積○：6,490㎡＜7,535㎡＜約8,200㎡】 

→必要敷地面積を充足している 
○ 

②建築基準法

による土地

利用等の制

限 

【建ぺい率の制限：約8,200㎡×60％＝約4,920㎡】 

 →建築面積○：1,900㎡＜2,850㎡＜約4,920㎡ 

→想定建築面積を充足している 

【容積率の制限：約8,200㎡×200％＝約16,400㎡】 

 →延床面積○：5,700㎡＜約16,400㎡ 

→必要延床面積を充足している 

【用途地域による建物制限：第一種中高層住居専用地

域】 

→建物用途×：事務所用途 

→建築基準法上、事務所用途は建築不可である 

× 

防災拠点としての安全性 敷地内に災害ハザードエリア（土砂災害・洪水）

に指定されているエリアはない 
○ 

 

１次評価結果 

敷地条件（敷地面積）     ：○ 

    （法令等による制限） ：× 

防災拠点としての安全性    ：○ 

  参考） 

庁舎階数 必要延床面積 想定建築面積 必要敷地面積 

２階建ての場合 
5,700㎡ 

2,850㎡ 7,535㎡ 

３階建ての場合 1,900㎡ 6,490㎡ 
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➌ 中央公園 

面  積 約19,500㎡（市有地） 

用途地域 白地（建ぺい率：60％・容積率：200％） 

敷地条件 ①敷地面積 【敷地面積○：6,490㎡＜7,535㎡＜約19,500㎡】 

→必要敷地面積を充足している 
○ 

②建築基準法

による土地

利用等の制

限 

【建ぺい率の制限：約19,500㎡×60％＝約11,700㎡】 

 →建築面積○：1,900㎡＜2,850㎡＜約11,700㎡ 

→想定建築面積を充足している 

【容積率の制限：約19,500㎡×200％＝約39,000㎡】 

 →延床面積○：5,700㎡＜約39,000㎡ 

→必要延床面積を充足している 

【用途地域による建物制限：白地】 

→建物用途○：事務所用途 

→事務所用途の建築に制限なし 

○ 

防災拠点としての安全性 敷地の一部が土砂災害警戒区域、土砂災害特別警

戒区域に指定されている。また、土砂災害危険箇所

がみられるが、災害ハザードエリアを除く敷地面積

は、必要敷地面積を充足している 

【災害ハザードエリアを除く敷地面積○ 

       ：6,490㎡＜7,535㎡＜約15,600㎡】 

○ 

 

１次評価結果 

敷地条件（敷地面積）     ：○ 

    （法令等による制限） ：○ 

防災拠点としての安全性    ：○ 

  参考） 

庁舎階数 必要延床面積 想定建築面積 必要敷地面積 

２階建ての場合 
5,700㎡ 

2,850㎡ 7,535㎡ 

３階建ての場合 1,900㎡ 6,490㎡ 
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➍ 山あげ会館周辺 

面  積 約5,900㎡（市有地） 

用途地域 近隣商業地域（建ぺい率：80％・容積率：200％） 

敷地条件 ①敷地面積 【敷地面積×：約5,900㎡＜6,490㎡＜7,535㎡】 

→敷地面積が不足している 
× 

②建築基準法

による土地

利用等の制

限 

【建ぺい率の制限：約5,900㎡×80％＝約4,720㎡】 

 →建築面積○：1,900㎡＜2,850㎡＜約4,720㎡ 

→想定建築面積を充足している 

【容積率の制限：約5,900㎡×200％＝約11,800㎡】 

 →延床面積○：5,700㎡＜約11,800㎡ 

→必要延床面積を充足している 

【用途地域による建物制限：近隣商業地域】 

→建物用途○：事務所用途 

→事務所用途の建築に制限なし 

○ 

防災拠点としての安全性 敷地内に災害ハザードエリア（土砂災害・洪水）

に指定されているエリアはない 
○ 

 

１次評価結果 

敷地条件（敷地面積）     ：× 

    （法令等による制限） ：○ 

防災拠点としての安全性    ：○ 

  参考） 

庁舎階数 必要延床面積 想定建築面積 必要敷地面積 

２階建ての場合 
5,700㎡ 

2,850㎡ 7,535㎡ 

３階建ての場合 1,900㎡ 6,490㎡ 
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➎ 金井一丁目地内 

面  積 約7,400㎡（民有地） 

用途地域 近隣商業地域（建ぺい率：80％・容積率：200％） 

敷地条件 ①敷地面積 【敷地面積○：6,490㎡＜約7,400㎡＜7,535㎡】 

→２階建ての場合は敷地面積が不足するが、３階

建ての場合の必要敷地面積は充足している 

○ 

②建築基準法

による土地

利用等の制

限 

【建ぺい率の制限：約7,400㎡×80％＝約5,920㎡】 

 →建築面積○：1,900㎡＜2,850㎡＜約5,920㎡ 

→想定建築面積を充足している 

【容積率の制限：約7,400㎡×200％＝約14,800㎡】 

 →延床面積○：5,700㎡＜約14,800㎡ 

→必要延床面積を充足している 

【用途地域による建物制限：近隣商業地域】 

→建物用途○：事務所用途 

→事務所用途の建築に制限なし 

○ 

防災拠点としての安全性 敷地内に災害ハザードエリア（土砂災害・洪水）

に指定されているエリアはない 
○ 

 

１次評価結果 

敷地条件（敷地面積）     ：○ 

    （法令等による制限） ：○ 

防災拠点としての安全性    ：○ 

  参考） 

庁舎階数 必要延床面積 想定建築面積 必要敷地面積 

２階建ての場合 
5,700㎡ 

2,850㎡ 7,535㎡ 

３階建ての場合 1,900㎡ 6,490㎡ 
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➏ ＪＲ烏山駅周辺 

面  積 約13,400㎡（市有地＋民有地） 

用途地域 第一種住居地域【約5,500㎡】（建ぺい率：60％・容積率：200％） 

近隣商業地域【約4,100㎡】（建ぺい率：80％・容積率：200％） 

工業地域【約3,800㎡】（建ぺい率：60％・容積率：200％） 

敷地条件 ①敷地面積 【敷地面積○：6,490㎡＜7,535㎡＜約13,400㎡】 

→必要敷地面積を充足している 
○ 

②建築基準法

による土地

利用等の制

限 

【建ぺい率の制限：約9,300㎡×60％＝約5,580㎡ 

         約4,100㎡×80％＝約3,280㎡ 

                 計約8,860㎡】 

 →建築面積○：1,900㎡＜2,850㎡＜約8,860㎡ 

→想定建築面積を充足している 

【容積率の制限：約13,400㎡×200％＝約26,800㎡】 

 →延床面積○：5,700㎡＜約26,800㎡ 

→必要延床面積を充足している 

【用途地域による建物制限：※個別に確認】 

→建物用途○：事務所用途 

→事務所用途の建築に制限がある第一種住居地域

がまたがっているが、全体敷地の1/2以下のた

め事務所用途の建築に制限なし 

○ 

防災拠点としての安全性 敷地内に災害ハザードエリア（土砂災害・洪水）

に指定されているエリアはない 
○ 

 

１次評価結果 

敷地条件（敷地面積）     ：○ 

    （法令等による制限） ：○ 

防災拠点としての安全性    ：○ 

  参考） 

庁舎階数 必要延床面積 想定建築面積 必要敷地面積 

２階建ての場合 
5,700㎡ 

2,850㎡ 7,535㎡ 

３階建ての場合 1,900㎡ 6,490㎡ 
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➐ すくすく保育園周辺 

面  積 約11,400㎡（市有地） 

用途地域 白地（建ぺい率：60％・容積率：200％） 

敷地条件 ①敷地面積 【敷地面積○：6,490㎡＜7,535㎡＜約11,400㎡】 

→必要敷地面積を充足している 
○ 

②建築基準法

による土地

利用等の制

限 

【建ぺい率の制限：約11,400㎡×60％＝約6,840㎡】 

 →建築面積○：1,900㎡＜2,850㎡＜約6,840㎡ 

→想定建築面積を充足している 

【容積率の制限：約11,400㎡×200％＝約22,800㎡】 

 →延床面積○：5,700㎡＜約22,800㎡ 

→必要延床面積を充足している 

【用途地域による建物制限：白地】 

→建物用途○：事務所用途 

→事務所用途の建築に制限なし 

○ 

防災拠点としての安全性 敷地内に災害ハザードエリア（土砂災害・洪水）

に指定されているエリアはない 
○ 

 

１次評価結果 

敷地条件（敷地面積）     ：○ 

    （法令等による制限） ：○ 

防災拠点としての安全性    ：○ 

  参考） 

庁舎階数 必要延床面積 想定建築面積 必要敷地面積 

２階建ての場合 
5,700㎡ 

2,850㎡ 7,535㎡ 

３階建ての場合 1,900㎡ 6,490㎡ 
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➑ 那須烏山消防署周辺 

面  積 約18,000㎡（民有地） 

用途地域 白地（建ぺい率：60％・容積率：200％） 

敷地条件 ①敷地面積 【敷地面積○：6,490㎡＜7,535㎡＜約18,000㎡】 

→必要敷地面積を充足している 
○ 

②建築基準法

による土地

利用等の制

限 

【建ぺい率の制限：約18,000㎡×60％＝約10,800㎡】 

 →建築面積○：1,900㎡＜2,850㎡＜約10,800㎡ 

→想定建築面積を充足している 

【容積率の制限：約18,000㎡×200％＝約36,000㎡】 

 →延床面積○：5,700㎡＜約36,000㎡ 

→必要延床面積を充足している 

【用途地域による建物制限：白地】 

→建物用途○：事務所用途 

→事務所用途の建築に制限なし 

○ 

防災拠点としての安全性 敷地の全域が水防法に基づく洪水浸水想定区域と

して指定されており、３ｍ以上の浸水が想定されて

いる 

× 

 

１次評価結果 

敷地条件（敷地面積）     ：○ 

    （法令等による制限） ：○ 

防災拠点としての安全性    ：× 

  参考） 

庁舎階数 必要延床面積 想定建築面積 必要敷地面積 

２階建ての場合 
5,700㎡ 

2,850㎡ 7,535㎡ 

３階建ての場合 1,900㎡ 6,490㎡ 
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➒ 市営神長住宅周辺 

面  積 約8,700㎡（市有地） 

用途地域 白地（建ぺい率：60％・容積率：200％） 

敷地条件 ①敷地面積 【敷地面積○：6,490㎡＜7,535㎡＜約8,700㎡】 

→必要敷地面積を充足している 
○ 

②建築基準法

による土地

利用等の制

限 

【建ぺい率の制限：約8,700㎡×60％＝約5,220㎡】 

 →建築面積○：1,900㎡＜2,850㎡＜約5,220㎡ 

→想定建築面積を充足している 

【容積率の制限：約8,700㎡×200％＝約17,400㎡】 

 →延床面積○：5,700㎡＜約17,400㎡ 

→必要延床面積を充足している 

【用途地域による建物制限：白地】 

→建物用途○：事務所用途 

→事務所用途の建築に制限なし 

○ 

防災拠点としての安全性 敷地内に災害ハザードエリア（土砂災害・洪水）

に指定されているエリアはない 
○ 

 

１次評価結果 

敷地条件（敷地面積）     ：○ 

    （法令等による制限） ：○ 

防災拠点としての安全性    ：○ 

  参考） 

庁舎階数 必要延床面積 想定建築面積 必要敷地面積 

２階建ての場合 
5,700㎡ 

2,850㎡ 7,535㎡ 

３階建ての場合 1,900㎡ 6,490㎡ 
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➓ 県立烏山高等産業技術学校跡地周辺 

面  積 約17,300㎡（県有地） 

用途地域 白地（建ぺい率：60％・容積率：200％） 

敷地条件 ①敷地面積 【敷地面積○：6,490㎡＜7,535㎡＜約17,300㎡】 

→必要敷地面積を充足している 
○ 

②建築基準法

による土地

利用等の制

限 

【建ぺい率の制限：約17,300㎡×60％＝約10,380㎡】 

 →建築面積○：1,900㎡＜2,850㎡＜約10,380㎡ 

→想定建築面積を充足している 

【容積率の制限：約17,300㎡×200％＝約34,600㎡】 

 →延床面積○：5,700㎡＜約34,600㎡ 

→必要延床面積を充足している 

【用途地域による建物制限：白地】 

→建物用途○：事務所用途 

→事務所用途の建築に制限なし 

○ 

防災拠点としての安全性 敷地の一部が土砂災害警戒区域に指定されてお

り、土砂災害危険箇所がみられるが、災害ハザード

エリアを除く敷地面積は、必要敷地面積を充足して

いる 

ただし、災害ハザードエリアに近接するため、慎

重な判断が必要 

【災害ハザードエリアを除く敷地面積〇 

       ：6,490㎡＜7,535㎡＜約8,700㎡】 

〇 

 

１次評価結果 

敷地条件（敷地面積）     ：○ 

    （法令等による制限） ：○ 

防災拠点としての安全性    ：○ 

  参考） 

庁舎階数 必要延床面積 想定建築面積 必要敷地面積 

２階建ての場合 
5,700㎡ 

2,850㎡ 7,535㎡ 

３階建ての場合 1,900㎡ 6,490㎡ 
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19 ２次評価項目データ等整理一覧表 
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20 ２次評価に向けた事前アンケート集計結果 
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21 新庁舎の候補地に関するデータ等整理一覧表（修正版） 
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22 ２次評価に向けた事前アンケート及び３次評価に向けた事前アンケート集計結果 

 

 

 


